
県民意見提出制度による意見とそれに対する県の考え方 

【やまなし社会的養育推進計画（素案）】 
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1 【素案 p16】 
要 保 護 児 童 に 対 す
る 自 立 支 援 体 制 の
強化 

○児童養護施設の取り組みと
して、施設と地域・集落が毎年
イベントなどを一緒にするこ
とで、地域とのつながりができ
るとともに、児童養護施設や児
童虐待への理解が深まると考
える。そのような活動を継続す
るための人材として、地域おこ
し協力隊が関わることができ
ると考える。 

1 【実施段階検討】 
○８−（５）「児童養護施設や乳児医
院の機能改革の促進」において、児童
養護施設等が、地域の社会的養育を支
える専門的な拠点になるよう、小規模
化かつ地域分散化、市町村と連携した
在宅支援など、施設の多機能化・機能
転換を進めることとしていますので、
そのための施策・事業の検討・実施の
際の参考にさせていただきます。 

2 【資料ページなし】 
児 童 虐 待 の 社 会 啓
発 と 体 罰 禁 止 の 明
文化 

○子どもの年齢や発達等を無
視した過度なしつけ等は不適
切な養育に当たる場合があり、
体罰を用いたしつけ等は許さ
れないことを、社会に向けて広
く周知することが必要。 

1 【記述済み】 
○本計画では、児童福祉法等の理念
（子どもが権利の主体、子どもの最善
の利益の実現など）を家庭や地域に浸
透させ、子どもが虐待等を受けずに地
域で幸せに暮らすことができる社会
づくりを基本事項としています。 
 
○８−（１）−ア「児童福祉法等の理
念の地域社会や関係機関への浸透」に
おいて、「しつけ」と称して子どもの
尊厳を傷つけるような行為は児童虐
待になることなど、児童虐待に関する
情報を家庭や地域に周知することと
しております。 
 
○2019 年 6 月の児童虐待防止法の改
正（2020 年 4 月 1 日施行）により、
親権者等が児童の「しつけ」に際して
体罰を加えることを禁止する事項が
規定されました。 

3 【資料ページなし】 
虐 待 対 応 機 関 の 拡
充について 

○児童の安全確認、一時保護、
法的対応等の介入的な対応に
は、児童相談所や市町村以外の
専門機関が警察や裁判所と協
力して対応する仕組みを作る
ことが必要。 

1 【実施段階検討】 
○家庭への介入的な対応については、
児童相談所だけではなく、市町村や警
察、裁判所等関係機関がチームとして
対応することが重要と考えます。 
 
○本計画では、８−（８）−ウ「児童
相談所と関係機関や関係者との連携
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強化」において、市町村や警察、司法
関係機関などが一同に介し、児童虐待
防止に関する情報共有や情報提供を
行う会議を設置しますので、児童虐待
防止に関して協議等を行う際の参考
にさせていただきます。 

4 【資料ページなし】 
虐 待 対 応 機 関 の 拡
充について 

○児童虐待対応を強化するた
め、支援が必要な家族が児童相
談所や市町村に相談しやすい
環境を作るとともに、児童相談
所等の職員を増員するなど、対
応力を向上することが必要。 

1 【記述済み】 
○８（８）「児童相談所の強化」にお
いて、児童福祉司の配置について、児
童福祉法等に基づき適正に配置する
こととしております。また、児童福祉
司や市町村職員等を対象に開催する
研修会などの内容を充実し、職員のス
キルアップを図るとともに、相談しや
すい環境づくりを進めていきます。 

5 【資料ページなし】 
里 親 制 度 推 進 の 見
直しについて 

○英国政府は、里親制度の限界
を認識し、ドイツ型の小規模＆
家庭的養護施設に注目してお
り、実験的な新タイプの養護施
設を設立し始めたと聞いてい
る。里親制度には様々なデメリ
ットもあることから、山梨や日
本の里親制度の実態を十分に
検証する必要がある。 

1 【実施段階検討】 
○2016（平成 28）年の児童福祉法改
正により、家庭と分離する必要がある
子どもは、家庭と同様の養育環境（養
子縁組又は里親、ファミリーホーム）
を優先に措置することが明示されま
した。このため、８−（３）「里親・
ファミリーホームでの養育の推進」に
おいて、児童相談所を中心として関係
機関がチームとなり、里親家庭やファ
ミリーホームを支援していくことと
しています。また、里親に委託された
子どもに対し、質の高い養育が行われ
るよう、里親やファミリーホーム職員
を対象とした研修の充実等を図るこ
ととしております。 
 
○里親やファミリーホームへの支援
を強化するにあたり、県内の里親家庭
の状況などを把握しながら進めるな
ど、施策・事業の検討・実施の際の参
考にさせていただきます。 
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6 【資料ページなし】 
里 親 制 度 推 進 の 見
直しについて 

○子ども支援のプロが常駐す
る小規模養護施設の推進が必
要である。 

1 【記述済み】 
○８−（５）「児童養護施設や乳児医
院の機能改革の促進」において、児童
養護施設等が、地域の社会的養育を支
える専門的な拠点になるよう、小規模
化かつ地域分散化、市町村と連携した
在宅支援など、施設の多機能化・機能
転換を進めることとしています。 

7 【資料ページなし】 
里 親 認 定 に つ い て
（追加） 

○子どもの家庭復帰を一番に
考えるなら、養育里親等に任せ
るより、実親家庭の養育費を補
助しながら児童相談所職員が
支援することが必要。 

1 【その他】 
○現在、児童相談所において、児童福
祉法や児童相談所運営指針に基づき、
市町村や学校など関係機関と連携し
ながら在宅指導等を行っております
ので、引き続き効果的な子ども家庭支
援を進めてまいります。 

8 【資料ページなし】 
里 親 認 定 に つ い て
（追加） 

○里親を認定するにあたり、年
収金額の下限の設定や、施設ボ
ランティアの１年以上経験な
どの要件を付すことが必要。 

1 【その他】 
○里親を認定するにあたり、国が定め
た里親制度運営要綱等に基づき、里親
登録希望者の年収などの状況を確認
するとともに、認定前研修で児童養護
施設等における子どもの養育体験を
行うなど、それらの状況など確認した
上で、認定しています。 

9 【資料ページなし】 
里 親 の 審 査 方 法 に
ついて 

○里親認定のための審査につ
いて、その内容を公にする、又
は審査自体を第三者機関に委
託し、審査過程を公表する。 

1 【反映困難】 
○里親認定のための審査は、大学教授
や関係団体役員等が委員となってい
る県社会福祉審議会の児童福祉専門
分科会養護⺟子審査部会において、要
件等を確認し適正に審査しています。
なお、部会内容や審査過程は、個人情
報保護の観点から非公開となってい
ます。 

10 【資料ページなし】 
里 親 の 審 査 方 法 に
ついて 

○保育士と同程度の国家試験
などを創設し、合格した者を里
親として認定し、里親手当等を
支給することが望ましい。 

1 【反映困難】 
○里親認定や里親手当の支給などは、
国が定めた要綱等に基づき執行して
います。 

11 【素案概要版】 ○児童虐待の発生予防のため、
要保護児童だけでなく、要支援
児童のいる家庭も対象として、

1 【記述済み】 
○本計画では、目標として、要支援児
童及び要保護児童を含めすべての子
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二本柱で支援する取り組みを
計画に組み入れるべき。 

どもが適切な支援の下、健全に成⻑し
自立できるよう、支援体制を整備する
こととしています。 
 
○子ども家庭への支援を充実するた
めには、住⺠に一番近い基礎自治体で
ある市町村の支援体制の強化が重要
です。このため、８−（２）において、
市町村子ども家庭支援体制の強化と
して、「子ども家庭総合支援拠点」の
設置や市町村職員のスキルアップの
ための研修の実施などを進めること
としています。 

 


